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長崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例の概要

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下しくりアフリー法」と

いう。)第10条第1項の規定に基づき、長崎市が管理する特定道路却の構造に関する

基準を定めたもの(平成24年10月15日施行)。

・本条例に定める基準は、バリアフリー法第10条第2項の規定に基づき「移動等円滑化

のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(以下「省令」という。)」で定

める基準(以下「省令基準」という。)を参酌して定めることになっている。

特定道路(6~フページ参照)

バリアフリー化が特に必要な道路として国土交通大臣が指定した道路(平成20

年12月、令和元年7月指定)。特定道路の新設、改築を行う場合は、本条例で定

める基準への適合義務が生じる。

一参考一

高者、害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抜粋)

(道路管理者の基準適合義務等)

第10条道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、

当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)又は当該旅客特定両停留
施設(第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。)を、移動等円j 化のために

必要な道の造にする条仰1(国道(道路法第3条第2号の一般国道をいう。以下同じ。)
にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」と
いう。)に適合させなけれぱならない。

2 前項の 定に基づく条例は、主'令で定める基準を参酌して定めるものとする。

2 条例改正の理由

バリアフリー法及び省令の一部改正に伴い、当該条例の一部を改正するもの。

一参考一

Π)バリアフリー法の改正(令和3年4月1日施行)

道路法改正により、交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、タクシー、ト

ラツク等の事業者専用の停留施設(特定車両停留施設)が道路附属物に位置付けら

れたことを受け、道路移動等円滑化基準適合義務の対象施設に同施設が追加される。
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②省令の一部改正(令和3年4月1日施行)

・歩道等に関する道路移動等円滑化基準への適合対象範囲の拡大

・旅客特定車両停留施設に係る道路移動等円滑化基準に関する規定の追加など
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3 条例改正案の概要

川条例改正案の概要

ア自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路の構造基準の追加(第4条関係)

イ旅客特定車両停留施設に係る道路移動等円滑化基準の追加(第33~47条関係)

ウその他所要の見直し(省令名、語句の変更など)

②条例改正案の主な内容

ア自転車歩行者専用道路及ぴ歩行者専用道路の構造基準の追加

歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)に関する省令基準が自転

車歩行者専用道路及び歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)

に拡大されたことから、本市においても、歩道等に関す.る道路移動等円滑化基準を

歩道等のほか、自転車歩行者専用道路等に拡大するもの。

なお、自転車歩行者専用道路等の道路移動等円滑化基準のうち、舗装及ぴ勾配は、

当該条例第5条及び第6条で定める歩道等の規定と同様とし、有効幅員は、長崎市

市道の構造の技術的基準を定める条例第43条第1項及び第44条第1項の規定を適

用する。

■主な基準

歩道・自転車歩行者道(既に条例に規定済み)

歩道

←1^1

2.oom

図歩道(道路の移動等円滑化整備ガイドライン)

車道

◆有効幅員歩道:2.om以上

自転車歩行者道:(交通量が多い道路) 4.om以上
3.om以上(その他の道路)

◆舗装雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造
平坦で滑りにく<、水はけの良い仕上げ

◆縦断勾配 5%以下

◆横断勾配 1%以下
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自転車歩行者道(道路の移動等円滑化整備ガイドライン)
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自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路

自転車歩行者専用道路

4.oom以上.

""
.、、ー'.、.

4. oom

図自転車歩行者専用道路(道路構造令)

◆有効幅員官転車歩行者専用道路.4.om以上

歩行者専用道路 2.om以上

◆舗装雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造

平坦で滑りにく<、水はけの良い仕上げ

◆縦断勾配 5%以下

◆横断勾配 1%以下

.

曳

.

一参考一

長崎市市道の構造の技術的基準を定める条例(抜粋)

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第43 条自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4
メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他
の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができ
る。

(歩行者専用道路)

第44条歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案
して、 2メートル以上とするものとする。
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イ旅客特定車両停留施設に係る道路移動等円滑化基準の追加

新たに旅客特定車両停留施設に係る省令基準が規定されたことから、本市におい

ても旅客特定車両停留施設の道路移動等円滑化基準を規定するもの。

なお、同施設の道路移動等円滑化基準は、省令基準と同様とする。

■主な基準

通路

1.4m以上

◆有効幅員1.4m以上

◆床の表面は、平たんで

滑りにくい仕上げとす

る

出入口

0.9m以上

◆有効幅員0.9m以上

◆自動的に開閉する構造

又は高齢者、障害者等

が容易に開閉して通過

できる構造とする

など

など

階段

傾斜路

◆2段式の手すりを両側に

設置する

◆手すり端部付近に、階

段の通ずる場所を点字

で示す

◆回り段としない

◆有効幅員1.2m以上

◆縦断勾配 8%以下

◆2段式の手すりを両側1

設置する

◆床の表面は、平たんで

滑りにくい仕上げとす

などる

1.2m以と

即1 劃

エレベ^タ^

EA

0.8m以上

◆出入口

有効幅0.8m以上

◆籠

内法幅 1.4m以上

内法奥行 1.35m以上

など

エスカレーター

など

◆踏み段

有効幅0.8m以上

◆行き先及び昇降方向を

音声により知らせる設

備を設置する

など

0.8m以上 1
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◆旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配 5%以下

◆横断勾配 1%以下

◆視覚障害者の旅客特定車両場所への進入を防止するための設備(柵、視覚障害者

誘導用ブロック等)を設置する

◆旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造とする

誘導用ブロ当ク

乗降場

運行情報提供設備、券売機

行情綴提供施設

◆運行情報を文字等により表示するため

の設備及び音声により提供するための

設備を設ける

◆券売機のうち1以上は、高齢者、障害

者等の円滑な利用に適した構造とする

など

券売機

「スの景降口と最降

になるよう、J「スが劃め{こ

き

(3)施行期日

公布の日

乗車券等販売所、待合所、案内所

行

◆カウンターを設ける場合、1以上は、

車椅子使用者の円滑な利用に適した構

造とする

◆聴覚障害者が文字により意思疎通を図

るための設備を設ける

車椅子使用者用カウンター

'_"ゼエ凰
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など
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4 特定道路位置図
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5 新旧対照表

目次

弟 1早

-2-'弟 2早'

道路等 (第3条一第10条)
第3章~第6章〔略〕
ーフ章旅客特定車両停留施設(第33

〔略〕
歩道等及び自転車歩行者

改正後

条一第43条)
第8章移動等円滑化のために必要な

その他の施設等(第44条一第47条)
第9章雑則(第48条)

(趣旨)
第1条この条例は、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第91号。以下「法」と

いう。)第10条第1項の規定に基づ
き、本市が管理する特定道路及び旅客

用

目次
第1章〔略〕
第2章歩道等(第3条一第10条)

第3章~第6章〔略〕
畔雁釘

特定車両停留施設の構造に関する基準
を定めるものとする。

(定義)
第2条この条例における用語の意義

は、法第2条、道路交通法(昭和35年
法律第105号)第2条(第4号及び第13
号に限る。)、道路構造令(昭和45年
政令第320号)第2条及び移動等円滑化

改正別

第7章移動等円滑化のために必要な
その他の施設等(第鈴条一第36条)

弟8早

のために必要な道路の構造及び旅客特

(趣旨)
第1条この条例は、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第91号。以下「法」と

いう。)第10条第1項の規定に基づ
き、本市が管理する特定道路の構造に

定車両停留施設を使用した役務の提供
の方法に関する基準を定める省令(平

雑則(第37条)

成18年国土交通省令第116号)第2条に
定めるところによる。

関する基準を定めるものとする。

第2章歩道等及び自転車歩行者

(歩道)

道路、自転車歩行者用道路及び歩行
第3条道路(自転車歩行者道を設ける

(定義)
第2条この条例における用語の意義

は、法第2条、道路交通法(昭和35年
法律第105号)第2条(第4号及び第13
号に限る。)、道路構造令(昭和45年
政令第320号)第2条及び移動等円滑化

専用道路等

者専用道路を除く。)には、歩道を設
けるものとする。

(有効幅員)
第4条〔略〕
2 〔略〕
3 自転車歩行者専用道路の有効幅員

のために必要な道路の造に関する基
準を定める省令(平成18年国土交通省
令第116号)第2条に定めるところによ
る。

8

4

4メ・フトル以上とするものとす

歩行者用道路の有効幅員は
トル以上とするものとする。

(歩道)
第3条道路(自転車歩行者道を設ける

道路を除く。)には、歩道を設けるも
のとする。

第2章歩道等

(有効幅員)
第4条〔略〕

〔略〕
〔新設〕

2メ 〔新設〕
0

よ

る



'

歩道若しくは自転車歩行者道(以下
「歩道等」という

者専用道路若しくは歩行者用道路
(以下「自転車歩行者専用道路等」と

いう。)の有効幅員は、当該歩道等又
は自転車歩行者専用道路等の高齢者、
障害者等の交通の状況を考慮して定め
るものとする。

(舗装)
第5条歩道等又は自転車歩行者専用道

又は自云車歩行

路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸
透させることができる構造とするもの
とする。ただし、道路の構造、気象状
況その他の特別の状況によりやむを得
ない場合においては、この限りでな
い。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩
道等」という。)の有効幅員は、当該

の舗装は、平たんで、滑りにく<、か
つ、水はけの良い仕上げとするものと
する。

歩道等の高齢者、障害者等の交通の状
況を考慮して定めるものとする。

(勾配)

第6条歩道等又は自転車歩行者専用道
路等の縦断勾配は、 5パーセント以下
とするものとする。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりゃむを得
ない場合においては、 8パーセント以
下,とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又

(舗装)
第5条歩道等の舗装は、雨水を地下に

円滑に浸透させることができる構造と
するものとする。ただし、道路の構
造、気象状況その他の特別の状況によ
りやむを得ない場合においては、この
限りでない。

は自転車歩行者用道路等の横断勾配
は、 1パーセント以下とするものとす
る。ただし、前条第1項ただし書に規
定する場合又は地形の状況その他の特
別の理由によりゃむを得ない場合にお
いては、 2パーセント以下とすること
ができる。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りに
<<、かつ、水はけの良い仕上げとす
るものとする。

9

(エレベーター)

第12条〔略〕
①〔略〕
(2)前号の規定にかかわらず、箱の出
入口が複数あるエレベーターであっ
て、車椅子使用者が円滑に乗降でき
る構造のもの(開閉する籠の出入口
を音声により知らせる設備が設けら
れているものに限る。)にあって
は、内法(のり沖冨は1.4メートル以上
とし、内法(のり)奥行きは1.35メー
トル以上とすること。

③~④〔略〕
⑤籠及び昇降路の出入口の戸にガラ

(勾配)

第6条歩道等の縦断勾配は、 5パーセ
'ト以下とするものとする。ただし、
地形の状況その他の特別の理由により
やむを得ない場合においては、 8パー
セント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)
横断勾配は、 1パーセント以下とする
ものとする。ただし、前条第1項ただ
し書に規定する場合又は地形の状況そ
の他の特別の理由によりやむを得ない
場合においては、 2パーセント以下と
することができる。

(エレベーター)

第12条〔略〕
①〔略〕
(2)前号の規定にかかわらず、籠の出
入口が複数あるエレベーターであっ
て、車椅子使用者が円滑に乗降でき
る構造のもの(開閉する籠の出入口
を音声により知らせる装置が設けら
れているものに限る。)にあって
は、内法(のり沖畜は1.4メートル以上

し、内法(のり)奥行きは1.35メー
トル以上とすること。

③~④〔略〕
⑤籠及び昇降路の出入口の戸にガラ

)

旦



スその他これに類するものがはめ込
まれていること又は籠外及び籠内に
画像を表示する設備が設置されてい
ることにより、籠外にいる者と籠内
にいる者が互いに視覚的に確認でき
る構造とすること。

⑥~⑦〔略〕
⑧籠内に、矩が停止する予定の階及
び籠の現在位置を表示する設備を設
けること。

⑨籠内に、籠が到着する階並びに籬
及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音
声により知らせる設備を設けるこ
と。

(10)~(12)〔略〕
(13)停止する階が3以上であるエレ
ベーターの乗降口には、到着する籠
の昇降方向を音声により知らせる設
備を設けること。ただし、籠内に籠
及び昇降路の出入口の戸が開いた時
に籠の昇降方向を音声により知らせ
る設備が設けられている場合におい

は、この限りでない。

スその他これに類するものがはめ込
まれていることにより、篭外から籠
内が視覚的に確認できる構造とする
こと。

10

⑥~⑦〔略〕
⑧籠内に、籠が停止する予定の階及
び籠の現在位置を表示する装置を設
けること。

⑨籠内に、籠が到着する階並びに籠
及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音
声により知らせる装置を設けるこ
と。

(1の~a2)〔略〕
a3)停止する階が3以上であるエレ
ベーターの乗降口には、到着する箱

の昇降方向を音声により知らせる装
置を設けること。ただし、籠内に籠
及び昇降路の出入口の戸が開いた時
に籠の昇降方向を音声により知らせ
る装置が設けられている場合におい

は、この限りでない。

(傾斜路)
第13条移動等円滑化された立体横断施
設に設ける傾斜路(その踊場を含む。
以下この条において同じ。)は、次に
定める構造とするものとする,。
①~ao)〔略〕

第33条公共用通路(旅客特定車両停留
(通路)

第7章旅客特定車両停留施設

施設に旅客特定車両'(道路法施行規則
(昭和27年建設省令第25号)第1条第
1号から第3号までに掲げる自動車を
いう。以下同じ。

できる時間内において常時一般交通の
用に供されている一般交通用施設であ

(傾斜路)
第13条移動等円滑化された立体横断施

設に設ける傾斜路(その踊場を含む。
以下同じ。)は、次に定める構造とす
るものとする。

①~(1の〔略〕

つて、旅客特定車両停留施設の外部に
あるものをいう。以下同じ。

客特定車両の乗降口に至る通路のう
ち、乗降場ごとに一以上の通路は、次
に定める構造とするものとする。

が停留することが

(1)有効幅員は、1.4メートル以上と
すること。ただし、構造上の理由に

〔新設〕

よりやむを得ない場合においては、

〔新設〕

通路の末端の付近の広さを車椅子の
転回に支障のないものとし、かつ、
50メートル以内ごとに車椅子が転回
することができる広さの場所を設け

から旅)

)



た上で、有効幅員を1.2メートル以上
とすることができる。

②戸を設ける場合は、当該戸は、次
に定める構造とすること。
ア有効幅は、90センチメートル以
上とすること。ただし、構造上の
理由によりゃむを得ない場合にお

ては、 80センチメートル以上と
することができる。

イ

者、障害者等が容易に開閉して通
自動的に開閉する構造又は高齢

③車椅子使用者が通過する際に支障
過できる構造とすること。

となる段差を設けないこと。ただ
し、傾斜路を設ける場合において

2

は、この限りでない。
第1項の一以上の通路(以下「移動

等円滑化された通路」という。)にお
いて床面に高低差がある場合は、エレ
ベーター又は傾斜路を設けるものとす
る。ただし、構造上の理由によりやむ
を得ない場合においては、エスカレー
ター(蒜造上の理由によりエスカレー
ターを設置することが困難である場合
は、エスカレーター以外の昇降機であ
つて車椅子使用者の円滑な利用に適し
た造のもの)をもってこれに代える
ことができる。

3 旅客特定車両停留施設に隣接してお
り、かつ、旅客特定車両停留施設とー
体的に利用される他の施設のエレベー

(第三十五条の基準に適合するもター

のに限る。

の基準に適合するものに限る。
用することにより高齢者、障害者等が
旅客特定車両停留施設に旅客特定車両
が停留することができる時問内におい
て常時公共用通路と旅客特定車両の乗

又は傾斜路(第三十六条

降口との間の移動を円滑に行うことが
できる場合は、前項の規定によらない
ことができる。管理上の理由により昇
降機を設置することが困難である場合
も、また同様とする。

4 旅客特定車両停留施設の通路は、次
に定める構造とするものとする。
(1)床の表面は、平たんで、滑りにく

を利

い仕上げとすること。
②段差を設ける場合は、当該段差
は、次に定める構造とすること。
ア踏面の端部の全体とその周囲の
部分との色の輝度比が大きいこと
等により段差を容易に識別できる

11
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ものとすること。
イ段鼻の突き出しその他のつまず

きの原因となるものを設けない構
造とすること。

第34条移動等円滑化された通路と公共
(出入口)

用通路の出入口は、次に定める造と
するものとする。
①有効幅は、90センチメートル以上
とすること。ただし、構造上の理由
によりやむを得ない場合において
は、 80センチ,メートル以上とするこ
とができる。

②戸を設ける場合は、当該戸は、次
に定める構造とすること。

有効幅は、90センチメートル以
上とすること。ただし、構造上の
理由によりやむを得ない場合にお
いては、80センチメートル以上と

〔辛斤設〕

することができる。
イ 自動的に開閉する構造又は高齢
者、障害者等が容易に開閉して通

③車椅子使用者が通過する際に支障
過できる構造とすること。

となる段差を設けないこと。ただ
し、傾斜路を設ける場合において
は、この限りでない。

第35条移動等円滑化された通路に設け
(エレベーター)

るエレベーターは、次に定める構造と
するものとする。
(1 )

し、内法奥行きは1.35メートル以上
とすること。ただし、籠の出入口が

の内法幅は1.4メートル以上と

複数あるエレベーターであって、
椅子使用者が円滑に乗降できる構造
のもの(開閉する籠の出入・口を音声
により知らせる設備が設けられてい
るものに限る。

限りでない。
②籠及び昇降路の出入口の有効幅

と。
③籠内に、車椅子使用者が乗降する

味雁幻

80センチメートル以上とするこ

際に矩及び昇降路の出入口を確認す

にあっては、この

るための鏡を設けること。ただし、
第1号ただし書の構造のエレベータ

2

ーにあっては、この限りでない。
第12条第5号から第13号までの規定

は、移動等円滑化された通路に設ける

12
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.

エレベーターについて準用する。
3 移動等円滑化された通路に設ける工

レベーターの台数、籠の内法幅及び内
法奥行きは、旅客特定車両停留施設の
高齢者、障害者等の利用の状況を考慮
して定めるものとする。

第36条移動等円滑化された通路に設ける
(傾斜路)

傾斜路(その踊場を含む。以下この条
において同じ。)は、次に定める構造
とするものとする。ただし
理由によりやむを得ない場合において
は、この限りでない。

①有効幅員は、1.2メートル以上と
すること。ただし、階段に併設する
場合においては、90センチメートル
以上とすることができる。

(2)縦断勾配は、 8パーセント以下と
すること。ただし、傾斜路の高さが
16センチメートル以下の場合は、12
パーセント以下とすることができ

る。
(3)高さが75センチメートルを超える

造上の

〔棄雁釘

傾斜路にあっては、高さ75センチメ

2

以上の踊場を設けること。
トル以内ごとに踏み幅1.5メートル

移動等円滑化された通路に設ける傾
斜路の床の表面は、平たんで、滑りに
くい仕上げとすること。

3 第13条第3号から第5号まで、第7
^

^、

等円滑化された通路に設ける傾斜路に
第8号及び第10号の規定は、移動

ついて準用する。

第37条移動等円滑化された通路に設け
(エスカレーター)

るエスカレーターは、次に定める構造
とするものとする。ただし、第3号及
び第4号については、複数のエスカレ
ーターが隣接した位置に設けられる場
合は、そのうちーのみが適合していれ
ぱ足りるものとする。
①上り専用のものと下り専用のもの
をそれぞれ設置すること。ただし、
旅客が同時に双方向に移動すること
がない場合においては、この限りで
ない。

(2)'エスカレーターの上端及び下端に
近接する通路の床面等において、当
該エスカレーターへの進入の可否を

〔新設〕

示すこと。ただし、上り専用又は下

13



り専用でないエスカレーターにおい
ては、この限りでない。

(3)踏み段の有効幅は、80センチメー

④踏み段の面を車椅子使用者が円滑
トル以上とすること。

に昇降するために必要な広さとする
ことができる董造であり

2

止めが設けられていること。
第14条第2号から第5号までの規定

は、移動等円滑化された通路に設ける
エスカレーターについて準用する。

3 移動等円滑化された通路に設ける工
スカレーターには、当該エスカレータ
ーの行き先及び昇降方向を音声により
知らせる設備を設けるものとする。

第38条第16条第2号から第8号まで、
(階段)

かつ

第10号及び第11号の規定は、移動等円
滑化された通路に設ける階段について
準用する。

第39条旅客特定車両停留施設の乗降場
(乗降場)

次に定める構造とするものとす

い仕上げとすること。
②旅客特定車両の通行方向に平行す

床の表面は、平たんで、滑りにく

る方向の縦断勾配は、 5パーセント
以下とすること。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりやむを

畔雁効

得ない場合においては、 8バーセン

.

(3)横断勾配は、,1パーセント以下と
ト以下とすることができる。

すること。ただし、誘導車路の
造、気象状況又は地形の状況その他
の特別の理由によりやむを得ない場

〔新設〕

合においては、 2パーセント以下と
することができる。

④乗降場の縁端のうち、誘導車路そ
の他の旅客特定車両の通行、停留又
は駐車の用に供する場所(以下この
号において「旅客特定車両用場所」
という

視覚障害者誘導用ブロックその他の
視覚障害者の旅客特定車両用場所へ
の進入を防止するための設備が設け
られていること'

⑤当該乗降場に接して停留する旅客
特定車両に車椅子使用者が円滑に乗

する部分には

降できる構造のものであること。

14
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第40条旅客特定車両の運行に関する情
(運行情報提供設備)

報を文字等により表示するための設備
及び音声により提供するための設備を
設けるものとする。ただし、電気設備
がない場合その他技術上の理由により
やむを得ない場合は、この限りでな
い。

第41条第30条から第32条までの規定
(便所)

は、旅客特定車両停留施設に便所を設
ける場合について準用する。この場合
において、第31条第 1項第1号中「第
25条に規定する通路」とあるのは「移
動等円滑化された通路と
号」とあるのは「第25条各号」と読み

〔新設〕

替えるものとする。

第42条乗車券等販売所を設ける場合
(乗車券等販売所、待合所及ぴ案内所)

は、そのうち 1以上は、次に定める構
造とするものとする。
①移動等円滑化された通路と乗車券
等販売所との間の通路は、第33条第

〔新三幻

1項各号に掲げる基準に適合するも

「同条各

のであること。
②出入口を設ける場合は、そのうち

1以上は、次に定める蒼造とするこ
と。
ア有効幅は、80センチメートル以

上とすること。

イ戸を設ける場合は、当該戸は、
次に定める構造とするものとす

〔棄斤設〕

(ア)有効幅は、・80センチメートル
0

以上とすること。
(イ)高齢者、障害者等が容易に開

と。
ウ車椅子使用者が通過する際に支

閉して通過できる構造とするこ

障となる段差を設けないこと。た
だし、傾斜路を設ける場合におい
ては、この限りでない。(3)
ンターを設ける場合は、そのうち
1以上は、車椅子使用者の円滑な
利用に適した構造のものであるこ
と。ただし、常時勤務する者が容
易にカウンターの前に出て対応で
きる構造である場合は、この限り

カウ
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2

でない。

前項の規定は、待合所及ぴ案内所を
設ける場合について準用する。

3 乗車券等販売所又は案内所(勤務す
る者を置かないものを除く。
覚障害者が文字により意思疎通を図る
ための設備を設けるものとする。 この

場合においては、当該設備を保有して
いる旨を当該乗車券等販売所又は案内
所に表示するものとする。

第43条乗車券等販売所に券売機を設け
(券売機)

る場合は、そのうち 1以上は、高齢
者、障害者等の円滑な利用に適した構
造とするものとする。ただし、乗車券
等の販売を行う者が常時対応する窓口
が設置されている場合は、この限りで

六^

六^

弟

章移動等円滑化のために必要なそ
の他の施設等
(案内キ瓢哉)
条交差点、駅前広場その他の移動

の方向を示す必要がある箇所には、 「茜1

齢者、障害者等が見やすい位置に、 「芦1

齢者、障害者等が日常生活又は社会生
活において利用すると認められる官公
庁施設、福祉施設その他の施設及び工
レベータ[その他の移動等円滑化のた
めに必要な施設の案内標識を設けるも
のとする。

2 〔略〕
3 旅客特定車両停留施設のエレベータ

〔新設〕

.

ーその他の昇降機、傾斜路、便所、
車券等販売所、待合所、案内所若しく

子〒Jr

弔

゛,゛ー

弗

7章移動等円滑化のために必要なそ
の他の施設等
(案内標識)
条交差点、駅前広場その他の移動

の方向を示す必要がある箇所には、
^

齢者、障害者等が見やすい位置に、 1芦1

齢者、障害者等が日常生活又は社会生
活において利用すると認められる官公
庁施設、福祉施設その他の施設及び工
レベーターその他の移動等円滑化のた
めに必要な施設の案内標識を設けるも
のとする。

2 〔略〕
〔新設〕

は休憩設備(第5項において「移動等
円滑化のための主要な設備とい

16

)又は同項に規定する案内板そのつ。

他の設備の付近には、これらの設備が
あることを表示する案内標識を設ける
ものとする。

4 前項の案内標識は、日本産業規格
Z8210に適合するものとする。

5 公共用通路に直接通ずる.出入口の付
近には、移動等円滑化のための主要な
設備(第33条第3項前段の規定により
昇降機を設けない場合にあっては、
項前段に規定する他の施設のエレベー
ターを含む。以下この条において同
じ。)の配置を表示した案内板その他

)は、聴

畔廂幻

〔新設〕

同

ナ

乗

ば



.

゛

の設備を設けるものとする。ただし、
移動等円滑化のための主要な設備の配
置を容易に視認できる場合は、この限
りでない

6 公共用通路に直接通ずる出入口の付
近その他の適切な場所に、旅客特定車
両停留施設の構造及び主要な設備の配
置を音、点字その他の方法により視覚
障害者に示すための設備を設けるもの
とする。

第
(視覚障害者誘導用ブロック)
条歩道等、自転車歩行者専用道路
、立体横断施設の通路、乗合自動車

停留所、路面電車停留場の乗降場並び
に自動車駐車場及び旅客特定車両停留
施設の通路には、視覚障害者の移動等
円滑化のために必要であると認められ
る箇所に、視覚障害者誘導用ブロック
を敷設するものとする。

2 前項の規定により視覚障害者誘導用

〔新設〕

ブロックが敷設された旅客特定車両停
留施設の通路と第12条第11号の基準に
適合する乗降口に設ける操作盤、前条
第6項の規定により設けられる設備
(音によるものを除く。

入口及び第42条の基準に適合する乗車

(視覚障害者誘導用ブロック)
第34条歩道等、立体横断施設の通路、
乗合自動車停留所、路面電車停留場の
乗降場及び自動車駐車場の通路には、

券等販売所との間の経路を成する通
路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブ
ロックを敷設するものとする。 ただ

し、視覚障害者の誘導を行う者が常駐
する2以上の設備がある場合であっ

視覚障害者の移動等円滑化のために必
要であると認められる箇所に、視覚障
害者誘導用ブロックを敷設するものと
する。

て、当該2以上の設備間の誘導が適切
に実施されるときは、当該2以上の設
備問の経路を構成する通路につぃて
は、この限りでない。

3

、便所の出

〔新設〕

旅客特定車両停留施設の階段、傾斜
路及びエスカレーターの上端及び下端
に近接する通路には、視覚障害者誘導
用ブロックを敷設するものとする。

4 視覚障害者誘導用ブロックの色は、
黄色その他の周囲の路面との輝度比が
大きいこと等により当該ブロック部分
を容易に識別できる色とするものとす
る。

5 視覚障害者誘導用ブロックには、視
覚障害者の移動等円滑化のために必要
であると認められる箇所に、音声によ
り視覚障害者を案内する設備を設ける
ものとする。

〔新設〕

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、
黄色その他の周囲の路面との輝度比が
大きいこと等により当該ブロック部分
を容易に識別できる色とするものとす
る'。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視
覚障害者の移動等円滑化のために必要
であると認められる箇所に、音声によ
り視覚障害者を案内する設備を設ける
ものとする。

17
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第
(休憩施設)
条歩道等又は自転車歩行者専用道

路等には、適当な間隔でべンチ及びそ
の上屋を設けるものとする。ただし、
これら.の機能を代替するための施設が
既に存する場合その他の特別の理由に
よりやむを得ない場合においては、 こ

の限りでない。
2 旅客特定車両停留施設には、高齢
者、障害者等の休憩の用に供する設備
を1以上設けるものとする。ただし、
旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそ
れのある場合は、この限りでない。

3 前項の施設に優先席(主として、
齢者、障害者等の優先的な利用のため
に設けられる座席をいう。以下この項
において同じ。

(休憩施設)
歩道等には、適当な間隔でべン二忙

チ及びその上屋を設けるものとする。
ただし、これらの機能を代替するため
の施設が既に存する場合その他の特別
の理由によりやむを得ない場合におい
ては、この限りでない。

第

の付近に、当該優先席におけ"る優先的
に利用することができる者を表示する

こ

案内標識を設けるものとする。

第
(照明施設)

を設ける場合は、

才二

等及び立体横断施設には、照明施設を
連続して設けるものとする。ただし、
夜間における当該歩道等、自転車歩行

〔新設〕

歩道等、自転車歩行者用道路

者専用道路等及び立体横断施設の路面
の照度が十分に確保される場合におい
ては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所、路面電車停留
.、自動車駐車場及び旅客特定車両停

畔雁幻

.

留施設には、高齢者、障害者等の移動
等円滑化のために必要であると認めら
れる箇所に、照明施設を設けるものと
する。ただし、夜間にお、ける当該乗合
自動車停留所、路面電車停留場、自動
車駐車場及び旅客特定車両停留施設の

(照明施設)
第36条歩道等及び立体横断施設には、

照明施設を連続して設けるものとす
る。ただし、夜間における当該歩道等
及び立体横断施設の路面の照度が十分
に確保される場合においては、この限
りでない。

2 乗合自動車停留所、路面電車停留場
及び自動車駐車場には、高齢者、障害

路面又は床面の照度が十分に確保され
る場合においては、この限りでない。

i,●・

弟

弟

章雑則
(委任)

この条例の施行について必要なコ忙

事項は、市長が定める。
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附則

この条例は、公布の日から施行する。

者等の移動等円滑化のために必要であ
ると認められる箇所に、照明施設を設
けるものとする。ただし、夜間におけ
る当該乗合自動車停留所、路面電車停
留場及ぴ自動車駐車場の路面の照度が
十分に確保される場合においては、
の限りでない。

A^

弟

゛,゛ー

弔

.章雑則
(委任)

この条例の施行について必要なオミ

事項は、市長が定める。

一
局

そ)



6 バリアフリーに係る法令等の体系

高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律

U(りアフリー法)

【H18.6施行】

【主な国の基準】

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留
施設を使用した役務の提供の方法{こ関する基準を定める省令

■特定道路

生活関連経路を構成する道路で国土交通大臣が指定したもの

■客特定車両停留施設

道路法で規定する特定車両停留施設で、公共交通機関を利用

する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設
備に関する基準を定める省令

■旅客施設

公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供

するもの(鉄道施設、軌道施設、バスターミナルなど)

■車両等

公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供

する車両、自動車、船舶及び航空機

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に
関する基準を定める省令

皇特_定路外駐車場

自動車の駐車の用に供する部分の面積が50om以上であり

かつ、駐車料金を徴収するもの(建築物等を除く)

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準
を定める省令

冨定公園施設

移動等円滑化が特に必要とされる公園施設(園路・広場など)

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すぺ
き建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

■建築特定施設

出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐

車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関す
る基準を定める規則

■信号機等

高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための
機能を付加した信号機、歩行者用道路であることを表示する道

路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動
等円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示

19

今回改正

【長崎市の基準】

長崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例
【H24.10施行】

X 長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路
構造に関する基準を定める条例【H24.12施行】

【長崎県の基準】

【長崎市の基準】

長崎市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園
施設の設置に関する条例【H24.10施行】

【長崎県の基準】

・奨
長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公
園施設の設置に関する基準を定める条例【H24.12施行】

●●巨●■●●●●●●●...■...●●

・ヲ! 長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
等に関する基準を定める条例【H24.10施行】


